
除染適正化プログラムと 
除染適正化推進委員会について 
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3 本委員会において、除染適正化プログラムの実施状況を確認【議題（１）】 



除染適正化プログラム（抜粋） 

５．今後の対応 
５－１ 不適正な除染への対応 
 以下の再発防止策を可能な限り速やか、かつ、厳格に実施し、地元の方々に とって
信頼される除染を加速化させていく。 
① 事業者の施工責任の徹底 
・事業者の「責任施工」の貫徹   
 除染業務は、事業者が施工管理体制を確立した上で施工管理を行うとい う受注者の
「責任施工」が前提であることから、基本的な認識や意識の向 上、作業手順等の遵守、
必要な記録等の作成及び保管など、施工管理体制 の確実かつ不断の実施を事業者に
徹底させる。  
（略） 
・厳格な処分の実施  
（略） 
・除染に関する抜き打ち的検査の強化 
（略） 
・施工管理に関する規程類の見直し 
（略） 
・「除染適正化推進委員会」（仮称）の設置 
 有識者による「除染適正化推進委員会」（仮称）を設け、除染事業者に よる除染事業
の実施状況、施工管理体制等の報告を公開の場で定期的に聴取し、不適正な対応が
みられる場合には改善を求めるとともに、適正な除染の推進に資する情報を共有する。  4 



除染適正化推進委員会について 

本来のスコープは、「不適正な除染の防止」だが、 「地元の方々に とって信頼される除染を

進める」という目的に照らせば、「事業実施に当たっての法令遵守」や「地元の安心確保、信
頼向上」という要素も深く関与。 

「地元の方々に とって信頼される除染を進める」ための３要素 
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地元の方々に とって

信頼される除染を進
めること 

①不適正な
除染の防止 

②事業実施
に当たって
の法令遵守 

③地元の安
心の確保、
信頼向上 

放射性物質汚染対処特措法
等の遵守 

事業実施に当たっての労働
法規、交通法規等の遵守 

治安維持、マナー向上、
地元貢献推進等 



前回（平成27年４月22日）の主なご指摘と対応方針 

○ １年置きなど定期的に開催して、問題があればその都度解決し
ていく形が望ましい。 
＝＞昨年度に引き続き、年度初めに開催。平成28年度の取組を中
心に御議論いただきたい。 

 

○ 環境省も受託事業者も、詳細にルールを決めて実施しているこ
とは評価に値するが、それでも２件の不適正除染が起きたことを真
摯に受け止め、改善点を外に分かりやすく伝えていくべき。 

＝＞前回ご報告以降、いわゆる「不適正除染」事案は生じていない
が、本日の委員会にて取組状況等を報告させていただきたい。 

  

○ 労働基準法等その他関係法規の違反は環境省に指導権限はな
いものの、労働基準監督署や自治体等の関係部局との連携・協力
を強化して対応すべき。 
＝＞本日の委員会にて連携策を御議論いただきたい。【議題（２）】 
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（参考）他の関連検討会について 

環境回復検討会 
 以下の事項を検討。 
（１）法の規定により環境大臣又は環境省令により定めることとされた除染等の措置等に係る事項 
（２）その他の当該事故により放出された放射性物質に係る除染等の措置等に係る事項 
 平成27年12月、「森林の放射性物質対策について」及び「フォローアップ除染の考え方について」取り
まとめ。 

放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会 
 法附則第５条を踏まえ、特措法の施行状況の検討を行うもの。平成27年９月取りまとめ。当該取りま

とめにおいて、「特措法の基本的枠組みそのものは有効に機能しているところ、除染実施計画の終了
の時期（平成29年３月）を目処に、改めて施策の進捗状況を点検した上で、必要な制度的手当て等を
行うべき、等とされた。また、技術的・実務的課題については、別途の検討会を活用しつつ、個々に省
令、ガイドライン等で速やかに対応すべき」等とされた。 

中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法（平成１５年法律第４４号）第３条第２項において、国は、中間
貯蔵開始後３０年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとしている
ことを踏まえ、除去 土壌等の減容・再生利用に係る技術開発戦略、再生利用の促進に係る事項等 に
ついて検討。平成28年４月、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」取
りまとめ。 

7 

環境安全委員会 

 中間貯蔵施設の建設及び管理運営並びに中間貯蔵施設への除去土壌等の収集及び運搬の状況
等について報告を受け、監視を行い、中間貯蔵施設の周辺地域の環境の保全その他の安全の確保
に関すること等について助言を行うことを目的として開催。学識経験者、福島県、大熊町、双葉町、地
域住民で構成。 


